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(午前 8 時 5 9 分 開会)

富本理事 それでは、 議会運営委員会理事会を開会する。

《会議記録について"

富本理事 最初に、 会議記録についてだが、 先日配付した 8 月 25日から 9月 13日までの理

事会の会議録について、 ご承認いただきたいが、 よるしいか。

〔 ｢はい｣ と呼ぶ者あり〕

富本理事 それでは、 承認いただいたので、 本日からの公開とする。

なお、 この間の取り決めで、 今回で紙ベースでお渡しするのは最後となるので、 ご了

解をいただきたい。

《定例会の追加提案事項について"

富本理事 続いて、 第 4 回定例会の追加提案が出ているので、 事務局からご説明願う。

議会事務局次長 資料 1をごらんいただきたい。 第 4 回定例会の追加提案事項一覧という

ことで、 条例案件が 4 件、 契約案件が4 件、 損害賠償 1件の計 9件である。

私から以上。

富本理事 この件について何かあるか。 説明は、 この後の議運で区長部局等からあるので、

よろしくお願いをする。 9 件追加議案が出る。

K議員提出議案についての

議員提出議案第 1 7 号 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例

富本理事 続いて、 議員提出議案について、 事務局から説明をお願いする。

議会事務局次長 議員提出議案第17号については、 22日の理事会でも説明したとおり、 11

月 11日に特別職報酬等審議会が開催され、 議員の期末手当と月額報酬について改定する

ことが望ましいとの答申が出された。

なお、 議員の期末手当は、 既に議員提出議案第16号として上程されている。

今般提出する議員提出議案第17号は、 議員の月額報酬を改定するもので、 改正の内容

は、 議員の報酬月額を0.2 % 減額することとしている。 一般の議員で月額1,200円減額し、

月額59万7,800円とするものである。

施行期日は平成24年 1月 1 日である。

以上が議員提出議案第17号の概要である。



あと、 提案説明者だが、 提案者が議会運営委員会委員全員なので、 提案説明者は議会

運営委員会委員長の富本委員長と考えているが、 いかがか。

富本理事 これは、 この前の理事会で皆さんの合意を得た内容なので、 ご理解いただける

と思う。

また、 議運全員の提案なので、 私のほうから提案をするということになるが、 これで

よ ろ し いカコ。

〔 ｢はい｣ と呼ぶ者あり〕

富本理事 それでは、 きょうの本会議で私から議案説明をする運びになるので、 よろしく

お願いする。

Kその他の

富本理事 続いてその他、 ネみと共産党から出ている。 ここで資料があるので、 配付する。

〔資料配付〕

富本理事 2 枚資料が行ったと思うが、 文字数の少ないほうがネみの紙でv もう 1 つが共

産党である。

では、 まず小松理事から、 公益通報に関する条例についての説明をお願いする。

小松理事 では、 簡単に。 杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例というもの

が平成16年 4 月 に施行されているが、 この条例に基づき、 公益監察員というのが 2 名、

弁護士が、 就任している。 この報酬のあり方を改定したいと考えており、 皆さんと一緒

に勉強しながら議員提案に結びつけていけたらと思っており、 きょうはその提案である。

現行は月額12万円だが、 平成L6年 4 月 の制度発足以降、 通報は 1 件もない。 稼働して

いない。 そのこと自体どうこうというよりも、 そうであるのに、 毎月 12万円がこの 2 名

には支払われてきたという事実があり、 これはほかの区の場合はどうなのかとちょっと

調べてみたところ、 いろいろなケースがあった。 弁護士に委嘱あるいは委託という形で、

ベースの額を決めておいて、 あと通報があった場合には時給を払うだとか、 それから、

職員による通報委員会が設置されているところもある。 いろいろな例があるので、 今後

一緒に勉強していけたらと思っている。

そんなこともあり、 ここで提案させていただいた。

富本理事 今定例会で議員提案をというお考えもあったようだが、 それは取り下げて、 皆

さんと協議をしながら何とか改善していきたい、 そういう思いでの提案である。
　
　　

この件について何か質問等はあるか。 - - では、 そういうことでよろしくお願いする。

それからもう 1 件が今問題になっている T P P に対する意見書。 これは共産党からの
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提案があったので、 説明をお願いする。

山田理事 この間、 T P P への参加をめぐってかなり大きな問題が起きており、 杉並区議

会として T P P についてどう考えていくのかというのを、 この場を使っても討議したい

が、 うちとしては T P P の参加には反対をする立場である。 さまざまな問題が区内でも

生じるような状況だと思う。 ただ、 皆さんいろいろな思いがあると思うので、 ともかく

拙速な進め方自体も大きな問題かと。 日本医師会を初めとするさまざまな医療団体や農

業団体も反対をしているような状況なので、 ぜひ一致できる点で、 内容もあくまでたた

き台なので、 修正をしながら、 区議会として意見書を出せたちというふうに考えて提案

するものである。

富本理事 今、 山田理事の説明のとおり、 T P P に関しては国の与野党問わず党内でもい

ろいろな議論があるところなので、 そういう意見が出た。 内容についてもいろいろ皆さ

んとまとめられるところはまとまっていきたいということなので、 これはきょうはいき

なり議論をここでする時間と、 それから一応国会の問題なので、 それぞれの会派で意見

も闘わせてないところもあると思うので、 とりあえず持ち帰りして、 また随時協議をし

ながら、 出すならこの定例会ということになると思うので、 そういう取り扱いにさせて

いただきたいが、 よろしいか。

〔 ｢はい｣ と呼ぶ者あり〕

富本理事 それでは、 そのような形で、 ご協議いただければと思う。

一応本日の議題は以上だが、 ほかに何かあるか。 - - なければ、 議会運営委員会理事

会を閉会する。

(午前 9 時 0 7 分 閉会)


